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新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部会則 

 

第1章 総   則 

（名称） 

第１条 この支部は，新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部という。 

２ この支部は，新潟市住みよい郷土推進協議会を本部とし，南区支部となる。 

 

（目的） 

第２条 この支部は，本部と連携を図り，市民の自主的な公衆衛生活動を通し，地域の生活

環境の改善及び市民の健康の保持増進を図り，もって住みよい新潟市南区の創造に寄与す

ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 この支部は，前条の目的を推進するため，次の事業を行う。 

（1）公衆衛生・環境保全に関する知識の普及並びに情報の収集，提供 

（2）清掃・美化，ねずみ・衛生害虫駆除等の環境衛生及び生活習慣病対策等の保健衛生に関

する活動 

（3）研修会の開催 

（4）機関誌その他印刷物等の作成及び配布 

（5）優良組織及び功労者の表彰内申 

（6）前各号に掲げるもののほか，この支部の目的達成に必要な事業 

 

（組織の役割及び事務局） 

第４条 この支部の組織，役割及び事務局は次のとおりとする。 

(1) 組織 新潟市南区管内の事業及び各地域部会の統括を行う。事務局を新潟市南区役所

区民生活課内に置く。 

(2) 地域部会 旧市町村の行政区単位ごとに自主的に設置するものとし，各地域部会が定

める会則に基づき，本支部と連携を図りながら各地域の実践活動を行う。事務局を各地

域部会に置く。 

 

第２章 会員及び会費 

 

（組織及び会員） 

第５条 この支部の会員は，次のとおりとする。 

(1) 普通会員 新潟市南区内の自治会・町内会等の住民組織又はその連合組織（本部会員

を兼ねる。） 

(2) 賛助会員 この支部の趣旨に賛同する団体又は個人（本部会員を兼ねる。） 
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（会費） 

第６条 この支部の会費は年額とし，１世帯あたり２０円を支部組織に納入する。 

２ 会費は毎年度定期総会後に納入する。 

３ 既納の会費は返還しない。 

 

（入会及び退会の手続き） 

第７条 会員になろうとする者は，別記様式１の入会申込書を支部長に提出するものとする。

ただし，会費の納入をもって，この手続きを省略することができる。 

２ 会員が脱会しようとする場合は，別記様式２の退会届を支部長に提出しなければならない。 

 

第３章 役員及び職員 

 

（役員） 

第８条 この支部に次の役員を置く。 

（1）支部長     1 名 

（2）副支部長   ３名以内 

（3）幹事     若干名 

(4) 会計     １名   

（4）監事     ３名以内 

 

（役員の選出） 

第９条 支部長，副支部長，会計及び監事は，幹事会の推薦を受けた者のうちから総会にお

いて選出する。 

２ 幹事は，各地域部会から１名ずつ選出するものとする。（前条各号に定める役員を含む。）

ただし，味方，月潟地域部会については，それぞれ３名を選出するものとする。会計は白

根地域部会から選出するものとする。 

３ 本部役員として，理事３名を支部長及び副支部長の中から，代議員３名を幹事の中から

それぞれ選出し，幹事会で決定する。 

 

（役員の職務） 

第10条 支部長は，会務を総理する。 

２ 支部長は，緊急を要する業務等について専決することができる。 

３ 副支部長は，支部長を補佐し，支部長に事故あるときは支部長があらかじめ定めた順序

によりその職務を代行する。 

４ 幹事は，幹事会を構成し，会務を執行する。 

５ 会計は，本会のすべての収支を記載し，現金の出納にあたる。 

６ 監事は，本会の事業及び経理を監査する。 
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（役員の任期） 

第11条 役員の任期は２年とする。 

２ 役員は，任期満了の場合においても後任者が就任するまでの間は，役員としてその職務

を行うものとする。 

３ 役員の退任等により新たに就任した役員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，

幹事会の承認を得るものとする。 

 

第４章 会   議 

 

（会議の種類） 

第12条 会議は，総会，幹事会とし，支部長が招集するものとする。 

 

（総会） 

第13条 総会は，この支部の最高議決機関であり，幹事及び評議員をもって構成する。 

 なお，評議員は各地域部会を構成する自治会において１人を選出（幹事を除く。）するもの

とする。 

２ 総会は，定期総会及び臨時総会とし，定期総会は年1回，臨時総会は必要に応じて開催

する。 

３ 総会は，次の事項を議決する。 

（1）事業計画及び事業報告に関すること 

（2）予算及び決算に関すること 

（3）会則の改正及び規程に関すること 

（4）役員の選出に関すること 

（5）会費に関すること 

（6）その他必要な事項に関すること 

 

（幹事会） 

第14条 幹事会は，支部長，副支部長，幹事，会計及び監事をもって構成する。 

２ 幹事会は，次の事項を議決する。 

（1）総会に付議する事項に関すること 

（2）総会の議決に基づく会務の執行に関すること 

（3）支部長専決事項に関すること 

（4）その他会の運営に関すること 

 

（会議の招集） 

第15条 会議は，支部長が必要と認めたとき，又は構成員の3 分の1 以上が必要と認めた

場合に，支部長が招集する。 
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（議長） 

第16条 総会の議長は，幹事会の推薦によるものとする。 

２ 幹事会の議長は，支部長がこれに当たる。 

 

（会議の議決） 

第17条 会議の議決は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 

 

（代理人における表決・議決） 

第18条 やむを得ない理由のため，会議に出席することができない者は，あらかじめ支部長

あてに委任状を提出するか，又は他の構成員を代理人として表決に加わらせることができ

る。この場合における前2条の規定の適用については，その者が出席したものとみなす。 

 

第５章 財   務 

 

（経費） 

第19条 この支部の経費は，次の財産をもって充てる。 

（1）会 費 

（2）補助金及び交付金 

（3）寄付金 

(4) 負担金 

(5) 雑収入 

 

（事業計画及び予算） 

第20条 この支部の事業計画及び予算は，幹事会に諮り，総会の議決を得なければならない。 

2 前項の規定にかかわらず，予算が成立するまでの間については，前年度予算に準じ収入支

出することができる。 

3 前項の収入支出は，新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（事業報告及び決算） 

第21条 この支部の事業報告及び決算は，年度終了後速やかに支部監事の監査を経て，総会

の承認を得なければならない。 

 

（会計年度） 

第22条 この支部の会計年度は，毎年4月１日に始まり，翌年3月31日に終わる。 
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第６章 専 門 部 会 

 

（専門部会の設置） 

第23条 この支部に専門的な事項を調査研究するため，専門部会を置くことができる。 

２ 部会に関する事項は別に定める。 

 

 

   附  則 

１ この規約は，平成１９年４月１日から実施する。 

２ 白根環境衛生協会規約（昭和４０年実施）は，廃止する。 

 

<地域部会> 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部新飯田地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部茨曽根地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部庄瀬地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部小林地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部臼井地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部大郷地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部鷲巻地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部根岸地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部大通地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部白根地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部味方地域部会 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部月潟地域部会 
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（別記様式１） 

 

新潟市住みよい郷土推進協議会 

入 会 申 込 書 

 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部 

支部長  ○○ ○○  様 

 

当組織は，新潟市住みよい郷土推進協議会の趣旨に賛同し， 

   令和    年度から入会を申し込みます。 

 

令和   年   月   日 

 

       組織名                         

 

       代表者名                  印  

受付番号 

事務局記入欄 
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（別記様式２） 

 

 

新潟市住みよい郷土推進協議会 

退 会 届 

 

 

新潟市住みよい郷土推進協議会南区支部 

支部長  ○○ ○○  様 

 

新潟市住みよい郷土推進協議会を退会いたします。 

 

令和   年   月   日 

 

       組織名                         

 

       代表者名                  印  

 

受付番号 

事務局記入欄 


